
４．国保連合会での審査と支払までの流れ
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・各加算体制 等

台帳情報
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給付管理票

居宅介護支援事業所
地域包括支援センター
小規模多機能事業所
複合型サービス事業所
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返戻：給付管理票に誤りがあったため、国保連合会に登録されず

に返却された。
※原因、対応方法はエラーコード解説（Ｐ３６以降）を参照のこと

決定：給付管理票が正しく国保連合会に登録された。

決定：請求した分が国保連合会から事業所へ支払われる。

査定：請求した分の一部が国保連合会から事業所へ支払われる。

返戻：請求明細書又は給付管理票に誤りがあったため、国保連合

会から事業所へ返却された。支払はない。
※原因、対応方法はエラーコード解説（P３６以降）を参照のこと

保留：請求明細書に誤りはないが、給付管理票が未提出または
返戻のため、支払が行われない。決められた期間内に給
付管理票が提出されれば国保連合会から事業所へ支払い
が行われる。

※保留の有無、期間は国保連合会ごとに異なる
※他県被保険者分の明細は保留とはならず、返戻となる
※原因、対応方法はエラーコード「保留・返戻」（P８７）を参照のこ
と
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５．給付管理票 「新規」「修正」「取消」

給付管理票の作成区分には「新規」、「修正」、「取消」の３つの区分があります。それぞれの区分の取扱いは以下のとおりです。

国保
連合会

審査
チェック

給付管理票
【新規】

居宅介護支援事業所
地域包括支援センター
小規模多機能事業所
複合型サービス事業所

返戻：給付管理票に誤りがあっ

たため、国保連合会に

登録されずに返却された。
※原因、対応方法はエラーコー
ド解説（Ｐ３６以降）を参照

決定：給付管理票が正しく国保

連合会に登録された。
国保連合会に登録されている
給付管理票の一部を修正した
い。

国保連合会に登録されている
給付管理票を取消ししたい。

正しい給付管理票を再度提出
する。

給付管理票の作成区分
【修正】で再度提出する。

給付管理票
【修正】

給付管理票の作成区分

【取消】で再度提出する。

給付管理票
【取消】

給付管理票の作成区分
【新規】で提出する。

給付管理票
【新規】
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